
 

 
 毎月開催 

相 続
無 料

相談会 
 相談無料 

事業承継  問題解決 

要事前予約 
日時：毎月第二火曜日 （平日 9：00～12：00、13：00～17：30 お一人様１時間程度まで） 

場所：当税理士法人事務所 （東インター横すぐ） 

当税理士法人では相続、贈与や事業承継などの相談会を毎月開催しております。 

相談は無料です。ちょっとした相談などでもけっこうです。お気軽にお問い合わせ下さい。 

※ ご相談内容について知りえた情報については守秘義務により守られます。ご安心下さい。 

 
 
 
 

ご 相 談 事 例  

 

■ 不動産があり、どれぐらい相続税がかかるか知りたい。 
      

■ 会社を経営しており、息子に事業を継がせたい。 
 

■ 納税猶予が使えるかどうか知りたい。 
      

■ 子供に住宅資金の援助を考えているが、有効な節税対策を知りたい。 
 

■ 相続税が払えない。 
   

■ 遺言についてのアドバイスが欲しい。 
 

 
 
 
 
 
 
   生前贈与・相続税対策  

株式納税猶予 
    

Ｈａｔａｋｅ の “提案”
遺言の作成   

 
 
 

設立・合併・分割 事業承継・自社株評価 

 Ｍ＆Ａ・事業再生

 
 
    詳細についてはお気軽にお問合せ下さい。（詳細は裏面） 

 
≪申し込み・問合せ先≫    畠＆スターシップ税理士法人 
〒920-0003 石川県金沢市疋田 1丁目３３番地 
  ＴＥＬ：076-252-6195  FAX：076-251-5423   

 
 
 



 
 
  「相続税や贈与のことは気になるけど、会計事務所に行くのはチョット・・・」 
 
 
 
  「顧問の税理士先生はいるけど他の事務所の意見も聞いてみたい・・・」 
 
 

 会計事務所や税理士法人って聞くと敷居が高いと感じられる方も多いのでは？ 

 ご安心下さい！畠＆スターシップに小さな相談から難しい案件までどしどしご相談ください。

「悩んでいたけど専門家に話してみたらなんでもないことだった」ってこともたくさんあります。

 また相続対策などは長期間にわたる対策が必要な場合も多くなります。 

 早めの相談で気になることをすっきりさせてみませんか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お申し込み、お問合せ 

電話番号 （０７６） ２５２－６１９５  

  窓口担当 ：相続チーム[ 山下、浅田、木野、宮竹、川中 ] まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ＦＡＸでのお申し込み （下記ご記入の上、送付してください） 

ＦＡＸ  （０７６） ２５１－５４２３ 

お名前   

電話番号  

相談内容 

(該当欄を 

チェック) 

□ 相続税対策 □ 遺言の作成 

□ 生前贈与等 □ 自社株評価 

□ 事業承継等 □ その他 

希望日時：平成２２年前期 

□２月９日(火)  (     )時から  

□３月９日(火)  (     )時から 

□４月１３日(火) (     )時から 

□５月１１日(火) (     )時から 

□６月８日(火)  (     )時から 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Access Map [金沢東インター近く] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


